
 

 
平成２３年 ８月 ５日 

各      位 
会 社 名   株式会社アクシーズ 

代表者名   代表取締役社長 佐々倉 豊 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード１３８１） 

問合せ先  

役職・氏名 専務取締役管理部長 伊地知 高正 

電話    ０９９－２２３－７３８５ 

定款の一部変更に関するお知らせ 

当社は、平成２３年８月５日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成２３年９月２２日開催予

定の第 49 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１． 定款変更の目的 
 監査役会及び会計監査人を設置したことに伴う所要の変更であります。 

 また、会社法の規定に従った文言に修正するものであります。 

 
 
２．定款変更の内容 
 別紙のとおりであります。 

 
３． 日程 

取 締 役 会 決 議 平成２３年 ８月 ５日 

株 主 総 会 開 催 日 平成２３年 ９月２２日 

効 力 発 生 日 平成２３年 ９月２２日 

 
 
 
 

 
 

以  上 
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（別紙） 

現 行 定 款 変 更 案 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）

第13条  当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考

書類、事業報告及び計算書類に記載又は表示をすべ

き事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従

いインターネットを利用する方法で開示すること

により、株主に対して提供したものとみなすことが

できる。 

第13条  当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考

書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載

又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定

めるところに従いインターネットを利用する方法

で開示することにより、株主に対して提供したもの

とみなすことができる。 

  

第14条～第22条   （条文省略） 第14条～第22条   （現行どおり） 

  

（取締役会の招集通知） （取締役会の招集通知） 

第23条  取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取

締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の

必要があるときは、招集手続きを経ないで、取締役

会を開催することができる。 

第23条  取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取

締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の

必要があるときは、招集手続きを経ないで、取締役

会を開催することができる。 

   ２． 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを

経ないで取締役会を開催することができる。 

  

第24条～第32条   （条文省略） 第24条～第32条   （現行どおり） 

  

（監査役会規程） （監査役会規程） 

第33条  監査役会に関する事項は、法令又は本定款の

ほか、監査役会において定める監査役会規程に

よる。 

第33条  監査役会に関する事項は、法令又は定款のほ

か、監査役会において定める監査役会規程によ

る。 

  

第34条～第40条   （条文省略） 第34条～第40条   （現行どおり） 
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